
  

 

◎
国
会
に
お
け
る
各
会
派
に
対
す
る
立
法
事
務
費
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
国
会
に
お
け
る
各
会
派
に
対
す
る
立
法
事
務
費
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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第
一
条 

国
会
が
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
た
る
性
質
に
鑑
み
、
国
会
議
員
の
立
法

に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
各

議
院
に
お
け
る
各
会
派
に
対
し
、
立
法
事
務
費
を
交
付
す
る
。 

   

２ 

前
項
の
立
法
事
務
費
は
、
議
員
に
対
し
て
は
交
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

国
会
が
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
た
る
性
質
に
か
ん
が
み
、
国
会
議
員
の

立
法
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し

て
、
各
議
院
に
お
け
る
各
会
派
（
こ
こ
に
い
う
会
派
に
は
、
政
治
資
金
規
正
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
あ
つ
た
政
治
団
体
で
議
院
に
お
け
る
そ
の
所
属
議
員
が
一
人
の
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
立
法
事
務
費
を
交
付
す
る
。 

２ 

〔
同
上
〕 

 
 

 
 

 


